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タイヨーエレック株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ 
 
 
 当社ならびに当社子会社であるサミー株式会社（代表取締役社長：片本 通、本社：東京都豊島区、

以下「サミー」）は平成１９年１２月７日開催の取締役会において、パチンコ遊技機・パチスロ遊技機・

アレンジボール遊技機の開発・製造・販売を手がけるタイヨーエレック株式会社（代表取締役社長：  

佐藤 英理子、本社：愛知県名古屋市、以下「タイヨーエレック」）の株式を追加取得し、子会社化    

することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 
 

記 
 
 
１．株式の取得の理由 
 
 遊技機業界におきましては、全国のパチンコホール数・遊技人口の減少傾向が続く中、新規ユーザー

の取り込みや市場から離れたユーザーを呼び戻すため、より一層遊びやすく、また斬新な機械の供給に

よる市場の活性化が業界としての課題となっており、大型版権を使用した遊技機開発の活発化、積極的

な広告宣伝、液晶の大型化等による製品の差別化が進行し、また市場に投入される新機種数が増加する

等、遊技機メーカー間の競争は激化しております。 
そのような環境下、サミーとタイヨーエレックは業界ならびに両社の発展を目指してパチンコ   

遊技機・パチスロ遊技機・アレンジボール遊技機・じやん球遊技機・その他エンタテインメントに関連

する事業の提携および資本の提携に関する基本合意書を提携し、事業提携を進めてまいりました。  

このたび、サミーとタイヨーエレックがより強固な関係を構築し、両社一体となった事業運営を行う 

ことにより、両社の企業価値の更なる向上が可能と判断し、当社ならびにサミーはタイヨーエレックの

第三者割当増資を引き受け、子会社化することを決定いたしました。 
 タイヨーエレックの子会社化により、サミーはサミーが持つ開発・製造・販売に関する経営資源を  

タイヨーエレックと共有し、差別化された遊技機の開発、更なるコストの削減、版権の有効活用、   

効果的な宣伝広告展開等、グループシナジーを追及し、セガサミーグループにおける遊技機事業の収益

拡大を図ります。 
 
２．異動する子会社（タイヨーエレック株式会社）の概要（平成 19 年 3 月 31 日現在） 
① 商号 タイヨーエレック株式会社 
② 代表者 佐藤 英理子 
③ 所在地 愛知県名古屋市西区見寄町 125 番地 
④ 設立年月日 昭和 48 年 7 月 11 日 
⑤ 主な事業の内容 パチンコ遊技機・パチスロ遊技機・アレンジボール遊技機

の開発、製造および販売 
⑥ 決算期 3 月 
⑦ 従業員数 197 名 



 

⑧ 資本金 2,881,142 千円 
⑨ 発行済株式総数 16,833,748 株 
⑩ 大株主構成および所有割合 サミー㈱ 

佐藤 英理子 
㈱サン・ライン 
佐藤 昭治 
佐藤 麻奈美 
三宅 亜紀 
柏原 俊高 
佐藤 照子 
㈱第三銀行 
㈱三菱東京 UFJ 銀行 

5,623 千株 
2,620 千株 
1,850 千株 
1,038 千株 

464 千株 
350 千株 
320 千株 
238 千株 
222 千株 
150 千株 

33.4％
15.5％
10.9％
6.1％
2.7％
2.0％
1.9％
1.4％
1.3％
0.8％

  （注）㈱サン・ラインは平成 19 年 7 月 9 日付でサンスピリット㈱に商号を

変更しております。 
⑪ 最近事業年度における業績動向  

 
（単位：百万円） 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 

売上高 18,678 13,521
営業利益 834 ▲1,536
経常利益 861 ▲1,576
当期純利益 800 ▲1,654
総資産 18,577 17,922
純資産 3,402 5,315

 
 
３．タイヨーエレックの第三者割当による新株式の発行要領 

① 発行新株式数 普通株式 6,000,000 株 
② 発行価額 1 株につき 金 748 円 
③ 発行価額の総額 4,488,000,000 円 
④ 資本組入額 1 株につき 金 374 円 
⑤ 資本組入額の総額 2,244,000,000 円 
⑥ 募集又は割当方法 第三者割当の方法による。 
⑦ 申込期日 平成 19 年 12 月 21 日（金曜日） 
⑧ 払込期日 平成 19 年 12 月 25 日（火曜日） 
⑨ 新株券交付日 割当先の株券不所持の申出により、今回の増資に係る

株券の発行は行いません。 
⑩ 割当先および割当株式数 サミー株式会社 6,000,000 株 
⑪ 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。 

 
４．サミーによるタイヨーエレック株式取得数および取得前後の所有株式数の状況 

異動前の所有株式数  5,623,100 株 （所有割合：33.4％）（議決権割合：33.4％） 
取 得 株 式 数 6,000,000 株 （取得価額：4,488,000,000 円） 
異動後の所有株式数 11,623,100 株 （所有割合：50.9％）（議決権割合：50.9％） 

 
５．日程 

平成 19 年 12 月 7 日 取締役会決議 
平成 19 年 12 月 21 日（金曜日） 申込期日 
平成 19 年 12 月 25 日（火曜日） 払込期日 

 
６．今後の見通し 
   タイヨーエレックは今期下半期よりサミーの連結対象子会社となる見込みですが、今期連結業績

に与える影響は軽微であり、当社の業績予想に変更はありません。 
 
 

以上 


